
低入札価格調査基準価格の見直しについて

旧算定方法

①直接工事費の額
②共通仮設費の額
③現場管理費の20％

低入札価格調査基準価格：
予算決算及び会計令第８５条に基づき、「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるお

それがあると認められるとき」の基準

・予定価格の3分の2から10分の8.5までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、
100分の105を乗じて得た額。
・ただし、その割合が10分の8.5を越える部分にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2
とする。

新しい算定方法

①直接工事費の95％
②共通仮設費の90％
③現場管理費の60％
④一般管理費の30％

※平成２０年４月以降に入札公告
をする工事から適用

※

工事の品質に
影響するおそれ

・新技術の導入やコスト縮減の工夫による効果を
反映し、直接工事費や共通仮設費は、応札者の
平均的な値に見直し。

・現場管理費や一般管理費等の諸経費についても、
工事実施上最低限必要と考えられる額を計上

・落札率85%以下になると、下請け企
業が赤字、または平均点未満の工
事となる割合が急増。

・予定価格の85％を下回る調査基準
価格の直上で応札が集中。

調査基準価格の算定方法の見直しについて

現状 見直しの方向



「工事成績評定点７４点以下の工事」や
「下請企業が赤字の工事」の発生状況と落札率の関係

・落札率が低くなるほど、工事成績評定が平均点以下の工事や下請企業が赤字の工事の割合が増加する。
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下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

下請企業が赤字の工事

平均点未満の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

※工事成績評定点の平均点は、各地方整備局等毎の
平均点
（平成15年・16年・17年度竣工の土木工事）

※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲
内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点の平均点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成15年・16年・17年竣工工事
　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事128件

       (H15-16：90件、H17：38件）

　　　 工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事298件

       (H15-16：220件、H17：78件）

12件 205件55件31件10件47件41件18件

概ね８５％未満では、下請け企業が黒字の工事かつ工事実績が平
均点以上の工事が大幅に減り、下請け企業の赤字が急増する。


